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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス

ク
軽
減
の
た
め
の
税
務
署
か
ら
の

お
願
い 

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン

で
ｅイー−

Ｔタ
ッ
ク
ス
ａ
ｘ
を
ご
利
用
く
だ

さ
い 

・
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
確
定

申
告
特
集
ペ
ー
ジ
（「
令
和
２

年 

確
定
申
告
」
で
検
索
）
を

ご
利
用
く
だ
さ
い 

・
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
作
成

手
順
の
説
明
動
画
（「
動
画
で

見
る
確
定
申
告
」
で
検
索
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い

 

確
定
申
告
会
場 

会
小
千
谷
税
務
署
〔
小
千
谷
市
東

栄
１
丁
目
５−

24
〕 

※
駐
車
場
が
混
雑
し
ま
す
。
公
共

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
は
、

障
が
い
者
の
保
護
者
が
加
入
者
と

な
り
、
一
定
期
間
に
掛
金
を
納
め

る
こ
と
で
、
万
が
一、
加
入
者
が

死
亡
し
た
場
合
や
重
度
障
が
い
を

負
っ
た
場
合
に
、
障
が
い
者
に
終
身

の
年
金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。 

掛
金　
１
口
に
つ
き
月
額
９
，３
０
０

円
～
２
３
，３
０
０
円
（
加
入
者

の
加
入
時
の
年
齢
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。
障
が
い
者
１
人
に
つ

き
２
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す
） 

年
金
支
給
額 

１
口
に
つ
き
月
額
２
万
円 

加
入
者
の
要
件（
す
べ
て
に
該
当
） 

①
障
が
い
者
を
扶
養
す
る
保
護
者 

②
加
入
年
度
の
４
月
１
日
時
点
の

　

年
齢
が
65
歳
未
満 

③
特
別
な
疾
病
や
障
が
い
が
な
い 

障
が
い
者
の
要
件
（
い
ず
れ
か
に

該
当
） 

２
～
４
月
の
臨
床
心
理
士
に
よ

る
「
こ
こ
ろ
の
相
談
会
」
は
、
臨

床
心
理
士
の
日
程
の
都
合
に
よ
り

中
止
し
ま
す
。

市
内
在
住
の
ニ
ー
ト
・
ひ
き
こ

も
り
・
高
校
不
登
校
な
ど
に
悩
む

義
務
教
育
終
了
か
ら
39
歳
の
若
者

と
そ
の
家
族
に
よ
る
電
話
・
来
所

相
談
に
は
相
談
員
が
随
時
応
じ
ま

す
。 

問
小
千
谷
税
務
署

　
☎
０
２
５
８

−

８
３

−

２
０
９
０

　
　
［
自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
］

問
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

　
☎
７
７
３

−

６
６
６
７ 

　
Ｆ
７
７
３

−

６
７
２
３ 

問
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー 

　
☎
７
８
８

−

１
９
５
０

小
千
谷
税
務
署「
確
定
申
告
」

会
場
と
注
意
点

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
を

ご
存
知
で
す
か

２
～
４
月
の
臨
床
心
理
士
に

よ
る「
こ
こ
ろ
の
相
談
会
」の

中
止 

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い 

期
２
月
１
日
㈪
～
３
月
15
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
） 

時
受
付　

午
前
８
時
30
分
～
午
後

４
時 

　

申
告
相
談
開
始　

午
前
９
時
～ 

　

申
告
書
提
出　

～
午
後
５
時 

内
自
分
で
パ
ソ
コ
ン
を
操
作
し
、

申
告
書
を
作
成
し
ま
す
。

確
定
申
告
会
場
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
策 

①
会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、
会

場
へ
の
入
場
に
は
「
入
場
整
理

券
」
が
必
要
で
す
。
な
お
、
入

場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
よ
り
、

後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

※
入
場
整
理
券
は
当
日
会
場
で
配

布
し
ま
す
が
、
国
税
庁
公
式

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
の

事
前
発
行
も
し
て
い
ま
す

 

②
令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
で
は
、

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

を
主
な
対
象
と
し
て
、
２
月
16

日
㈫
よ
り
前
か
ら
申
告
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。 

③
入
場
時
に
検
温
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
37・
５
度
以
上
の
発
熱

が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
原
則

と
し
て
入
場
を
お
断
り
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。 

※
発
熱
症
状
が
あ
る
な
ど
、
体
調

の
す
ぐ
れ
な
い
人
は
、
来
場
を

お
控
え
く
だ
さ
い 

医
療
費
控
除
に
関
す
る
明
細
書
の

提
出
が
義
務
化
さ
れ
ま
す 

医
療
費
控
除
は
、
領
収
書
の
提

出
が
不
要
と
な
る
代
わ
り
に
「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
作
成
・

添
付
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。 

な
お
、
税
務
署
が
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
記
載
内
容
を
確

認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

領
収
書
は
５
年
間
の
保
存
が
必
要

で
す
。 

消
費
税
の
確
定
申
告 

消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
作
成

に
は
、
令
和
元
年
10
月
１
日
以
降

の
取
引
に
つ
い
て
、
売
上
げ
や
仕

入
れ
な
ど
を
税
率
（
軽
減
税
率

８
％
・
標
準
税
率
10
％
）
ご
と
に

区
別
し
て
記
帳
す
る
な
ど
の
経
理

（
区
分
経
理
）
を
行
っ
た
帳
簿
が

必
要
で
す
。 

ま
た
、令
和
元
年
（
平
成
31
年
）

分
か
ら
消
費
税
の
確
定
申
告
書
を

作
成
す
る
に
は
、
区
分
経
理
を

行
っ
た
帳
簿
に
基
づ
き
「
課
税
取

引
金
額
計
算
表
」
の
作
成
が
必
要

で
す
。
な
お
、
消
費
税
の
仕
入
税

額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
区
分
経
理
に
対
応
し
た
帳
簿

や
受
け
取
っ
た
請
求
書
な
ど
の
書

類
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
知
的
障
が
い
者 

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
の

所
持
者 

③
精
神
か
身
体
に
①
か
②
と
同
程

度
の
永
続
的
な
障
が
い
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
人 

申
福
祉
課
で
配
布
す
る
申
請
書
と

料
金
等
口
座
振
替
依
頼
書
、
加

入
者
と
障
が
い
者
の
住
民
票
、

加
入
者
の
告
知
書
、
障
が
い
の

種
類
・
程
度
を
証
明
す
る
も
の

（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
な
ど
） 


